
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
係
る
措
置
（
第
二

条―

第
二
十
一
条
の
二
）

第
三
章
　
健
康
管
理
（
第
二
十
二
条―

第
二
十
六
条
）

第
四
章
　
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業

主
任
者
技
能
講
習
（
第
二
十
七
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
定
義
等
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
　
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と

い
う
。
）
別
表
第
五
第
一
号
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
い

う
。

二
　
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
　
令
別
表
第
五
第
四
号
の
加
鉛
ガ

ソ
リ
ン
を
い
う
。

三
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
及
び
加
鉛
ガ

ソ
リ
ン
を
い
う
。

四
　
タ
ン
ク
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
そ
の
内
部
が

汚
染
さ
れ
て
お
り
、
又
は
汚
染
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ

の
あ
る
タ
ン
ク
そ
の
他
の
設
備
を
い
う
。

五
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
　
令
別
表
第
五
に
掲
げ
る

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
を
い
う
。

六
　
装
置
等
　
令
別
表
第
五
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲

げ
る
業
務
に
用
い
る
機
械
又
は
装
置
を
い
う
。

２
　
こ
の
省
令
（
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
二
十
条
及

び
第
二
十
五
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
遠
隔
操
作
に

よ
つ
て
行
う
隔
離
室
に
お
け
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
章
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
係
る
措
置

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
製
造
に
係
る
措
置
）

第
二
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
業

務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
装
置
等
を
密
閉
式
の
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
装
置
等
の
部
分
で
密
閉
式
の
構
造
の
も
の

と
す
る
こ
と
が
当
該
部
分
に
係
る
作
業
の
性
質
上
著

し
く
困
難
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
作
業
を
行

う
場
所
に
囲
い
式
フ
ー
ド
の
局
所
排
気
装
置
を
設

け
、
か
つ
、
当
該
作
業
中
に
当
該
局
所
排
気
装
置
を

稼
動
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
作
業
場
所
を
そ
れ
以
外
の
作
業
場
所
そ
の
他
関
係

者
が
立
ち
入
る
場
所
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
。

三
　
作
業
場
所
の
床
を
、
不
浸
透
性
の
材
料
で
造
り
、

か
つ
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
る
汚
染
を
容
易
に
除
去

で
き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
　
作
業
場
所
以
外
の
場
所
に
、
作
業
に
従
事
す
る
労

働
者
の
た
め
の
休
憩
室
並
び
に
当
該
労
働
者
の
専
用

に
供
す
る
た
め
の
洗
面
設
備
、
洗
浄
用
灯
油
槽
及
び

シ
ャ
ワ
ー
（
シ
ャ
ワ
ー
を
設
け
な
い
場
合
に
あ
つ
て

は
、
浴
槽
）
を
設
け
る
こ
と
。

五
　
装
置
等
を
毎
日
一
回
以
上
点
検
し
、
四
ア
ル
キ
ル

鉛
又
は
そ
の
蒸
気
が
漏
れ
、
又
は
漏
れ
る
お
そ
れ
の

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
必
要
な
処
置
を
行

う
こ
と
。

六
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護

衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
を
使
用
さ
せ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
四

ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ

ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動

フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
携
帯
さ
せ
る
こ
と
。

八
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
入
れ
る
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
を

堅
固
で
四
ア
ル
キ
ル
鉛
が
漏
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も

の
と
し
、
か
つ
、
当
該
容
器
に
四
ア
ル
キ
ル
鉛
用
の

容
器
で
あ
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に

従
事
す
る
間
、
同
項
第
六
号
の
保
護
具
を
使
用
し
、
及

び
同
項
第
七
号
の
保
護
具
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
同
項
第
六
号
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
同

号
の
保
護
具
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事

項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

請
負
人
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ

れ
の
な
い
と
き
は
、
第
一
号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一
　
第
一
項
第
六
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と

二
　
第
一
項
第
七
号
の
保
護
具
を
携
帯
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と

三
　
第
一
項
第
八
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る

こ
と

第
三
条
　
削
除

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
混
入
に
係
る
措
置
）

第
四
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
業

務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
装
置
等
を
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ

ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
、
又
は
そ
の
蒸
気
を
吸
入

す
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
場
所
の
建
築
物
を
換
気
が
十
分
に
行
わ
れ
る

よ
う
に
少
な
く
と
も
そ
の
三
側
面
を
開
放
し
た
も
の

と
す
る
こ
と
。

三
　
ド
ラ
ム
缶
中
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
装
置
等
に
吸
引

す
る
作
業
に
よ
り
当
該
ド
ラ
ム
缶
を
空
に
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
内
部
に
四
ア
ル
キ
ル
鉛
が
残
ら

な
い
よ
う
に
吸
引
す
る
こ
と
。

四
　
ド
ラ
ム
缶
中
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
装
置
等
に
吸
引

す
る
作
業
を
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
ド

ラ
ム
缶
を
密
栓
し
、
か
つ
、
そ
の
外
面
の
四
ア
ル
キ

ル
鉛
に
よ
る
汚
染
を
除
去
す
る
こ
と
。

五
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前

掛
け
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
並
び
に
有
機
ガ
ス

用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有

す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ

る
こ
と
。

六
　
第
二
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
措
置

２
　
前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に

従
事
す
る
間
、
同
項
第
五
号
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事

項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
措
置
を
講
ず
る
必

要
が
あ
る
こ
と

二
　
第
一
項
第
五
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と

（
装
置
等
の
修
理
等
に
係
る
措
置
）

第
五
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
業

務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
は
じ
め
に
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
つ
て
汚

染
さ
れ
て
い
る
装
置
等
の
汚
染
を
除
去
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
作
業
の
は
じ
め
に
当
該
装
置
等
の
汚
染
を

除
去
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
が
当
該
作
業
の
性
質
上

著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
作
業
（
前
号
の
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除
く
。
）

に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前
掛
け
、

保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒

マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電

動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
四

ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
業
務
（
同
項
第
一
号
の
汚
染
を
除
去
す
る
作

業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、

当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
、
同
項
第
二
号
の
保
護
具
を

使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
号
た
だ
し

書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事

項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項

第
一
号
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
第
一
号
の
事
項
に
つ
い

て
、
当
該
請
負
人
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お

そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
第
二
号
の
事
項
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
第
一
項
第
一
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る

こ
と

二
　
第
一
項
第
一
号
の
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
に
従
事

す
る
と
き
を
除
き
、
同
項
第
二
号
の
保
護
具
を
使
用

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

（
タ
ン
ク
内
業
務
に
係
る
措
置
）

第
六
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
業

務
の
う
ち
四
ア
ル
キ
ル
鉛
用
の
タ
ン
ク
に
係
る
も
の
に

労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
は
、
作
業
開
始
前
に
、

当
該
各
号
列
記
の
順
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
タ
ン
ク
か
ら
排
出
し
、
か
つ
、

タ
ン
ク
に
接
続
し
て
い
る
す
べ
て
の
配
管
に
つ
い
て

そ
こ
か
ら
四
ア
ル
キ
ル
鉛
が
タ
ン
ク
の
内
部
に
流
入

し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
　
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
等
を
用
い
て
タ
ン
ク
の
内
部
を

洗
浄
し
た
後
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
等
を
タ
ン
ク

か
ら
排
出
す
る
こ
と
。

三
　
五
パ
ー
セ
ン
ト
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
溶
液
等

（
以
下
「
除
毒
剤
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
タ
ン
ク
の

内
部
を
十
分
に
除
毒
し
た
後
、
当
該
除
毒
剤
を
タ
ン

ク
か
ら
排
出
す
る
こ
と
。

四
　
タ
ン
ク
の
マ
ン
ホ
ー
ル
、
ド
レ
ン
ノ
ズ
ル
そ
の
他

四
ア
ル
キ
ル
鉛
が
タ
ン
ク
の
内
部
に
流
入
す
る
お
そ

れ
の
な
い
開
口
部
を
す
べ
て
開
放
す
る
こ
と
。

五
　
除
毒
剤
を
用
い
、
か
つ
、
水
又
は
水
蒸
気
を
用
い

て
タ
ン
ク
の
内
部
を
洗
浄
し
た
後
、
当
該
除
毒
剤
及

び
水
又
は
水
蒸
気
を
排
出
す
る
こ
と
。

六
　
作
業
開
始
前
に
換
気
装
置
に
よ
り
タ
ン
ク
の
内
部

を
十
分
に
換
気
し
、
か
つ
、
作
業
中
も
当
該
装
置
に

よ
り
換
気
を
続
け
る
こ
と
。

七
　
非
常
の
場
合
に
直
ち
に
タ
ン
ク
の
内
部
の
労
働
者

を
退
避
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
又
は
器
具
等
を

整
備
し
て
お
く
こ
と
。
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八
　
タ
ン
ク
の
内
部
を
見
や
す
い
箇
所
に
、
作
業
の
状

況
を
監
視
し
、
異
常
が
あ
つ
た
と
き
に
直
ち
に
そ
の

旨
を
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
そ
の
他
関
係
者

に
通
報
す
る
者
を
一
人
以
上
置
く
こ
と
。

九
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護

衣
、
保
護
手
袋
、
保
護
長
靴
及
び
帽
子
並
び
に
送
風

マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

十
　
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
措
置
に
係
る
作
業
及

び
第
八
号
の
措
置
に
係
る
監
視
の
作
業
（
タ
ン
ク
の

内
部
に
お
い
て
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る

労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保

護
長
靴
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機

ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼

吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ

て
汚
染
さ
れ
、
又
は
そ
の
蒸
気
を
吸
入
す
る
お
そ
れ

の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に

従
事
す
る
間
、
同
項
第
九
号
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
措
置
に
係
る
作

業
及
び
同
項
第
八
号
の
措
置
に
係
る
監
視
の
作
業
（
タ

ン
ク
の
内
部
に
お
い
て
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
従
事

す
る
労
働
者
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
、
同
項
第

十
号
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
同
号
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
場
合
（
労
働
者
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る

と
き
を
除
く
。
）
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で

及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ
い

て
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
に
掲
げ
る
措
置
は
、
当
該
各
号
列
記
の
順
に
行
わ
れ

る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
請
負

人
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
、
又
は
そ
の

蒸
気
を
吸
入
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
第
二
号
の

事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
第
一
項
の
業
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
第
九

号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

二
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置

に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
第
十
号
の

保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

第
七
条
　
前
条
の
規
定
（
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び

第
六
号
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
令
別
表
第
五
第
四
号

に
掲
げ
る
業
務
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
用
の
タ
ン
ク
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
及
び

当
該
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
及
び

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
中
「
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」

と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
号
、
第
四
号
、
第
五
号
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る

と
き
は
、
作
業
開
始
前
に
換
気
装
置
に
よ
り
タ
ン
ク
の

内
部
の
空
気
中
に
お
け
る
ガ
ソ
リ
ン
の
濃
度
が
〇
・
一

ミ
リ
グ
ラ
ム
毎
リ
ッ
ト
ル
以
下
に
な
る
ま
で
換
気
し
、

か
つ
、
作
業
中
も
当
該
装
置
に
よ
り
換
気
を
続
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
場
合
（
労
働
者
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る

と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
請
負
人
が
作
業
を
開
始
す

る
前
に
、
前
項
の
換
気
を
行
う
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
残
さ
い
物
の
取
扱
い
に
係
る
措
置
）

第
八
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
五
号
に
掲
げ
る
業

務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
残
さ
い
物
（
廃
液
を
除
く
。
）
を
運
搬
し
、
又
は

一
時
た
め
て
お
く
と
き
は
、
蓋
又
は
栓
を
し
た
堅
固

な
容
器
で
、
当
該
残
さ
い
物
が
漏
れ
、
又
は
こ
ぼ
れ

る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
用
い
る
こ
と
。

二
　
残
さ
い
物
（
廃
液
を
除
く
。
）
を
廃
棄
す
る
と
き

は
、
当
該
残
さ
い
物
を
焼
却
し
、
又
は
当
該
残
さ
い

物
に
除
毒
剤
を
十
分
に
注
い
だ
後
そ
れ
が
露
出
し
な

い
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
。

三
　
廃
液
を
一
時
た
め
て
お
く
と
き
は
廃
液
が
漏
れ
、

又
は
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
堅
固
な
容
器
又
は
ピ

ッ
ト
を
用
い
、
廃
液
を
廃
棄
す
る
と
き
は
希
釈
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
十
分
除
毒
し
た
後
処
理
す
る
こ

と
。

四
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護

衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
を
使
用
さ
せ
る
こ

と
。

２
　
前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に

従
事
す
る
間
、
同
項
第
四
号
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事

項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
措
置
を
講
ず

る
必
要
が
あ
る
こ
と

二
　
第
一
項
第
四
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と

（
ド
ラ
ム
缶
等
の
取
扱
い
に
係
る
措
置
）

第
九
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
六
号
に
掲
げ
る
業

務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
は
じ
め
に
、
ド
ラ
ム
缶
等
及
び
こ
れ
ら
を

置
い
て
あ
る
場
所
を
点
検
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
が
漏

れ
、
又
は
漏
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
ド
ラ
ム
缶
等
に
つ

い
て
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
処
置
を
行
い
、
か
つ
、

四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
る
ド
ラ
ム
缶

等
及
び
場
所
の
汚
染
を
除
去
す
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す
る
作

業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の

保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
を
使
用
さ
せ
、

並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用

の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

護
具
を
携
帯
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
以
外
の
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
手
袋
を
使
用
さ
せ

る
こ
と
。

２
　
前
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除
去
す

る
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
作

業
に
従
事
す
る
間
、
同
項
第
二
号
の
保
護
具
（
有
機
ガ

ス
用
防
毒
マ
ス
ク
及
び
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有

す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
除
く
。
）
を

使
用
し
、
及
び
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ

ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用

保
護
具
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
以
外
の
作
業
に

従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
間
、
同

項
第
三
号
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事

項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
第
一
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る

こ
と

二
　
第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除

去
す
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
と
き
は
、
不

浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
を
使

用
し
、
並
び
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機

ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼

吸
用
保
護
具
を
携
帯
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

三
　
第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
以
外
の
作
業

に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
第
三
号
の
保
護
具
を
使

用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

（
研
究
に
係
る
措
置
）

第
十
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
七
号
に
掲
げ
る
業

務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
蒸
気
の
発
生
源
ご
と
に
そ
の
蒸

気
を
十
分
に
吸
引
で
き
る
ド
ラ
フ
ト
を
設
け
る
こ

と
。

二
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
前

掛
け
及
び
保
護
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に

従
事
す
る
間
、
同
項
第
二
号
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
第

二
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
汚
染
除
去
に
係
る
措
置
）

第
十
一
条
　
事
業
者
は
、
地
下
室
、
船
倉
又
は
ピ
ッ
ト
の

内
部
そ
の
他
の
場
所
で
あ
つ
て
自
然
換
気
の
不
十
分
な

と
こ
ろ
に
お
い
て
、
令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業

務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
非
常
の
場
合
に
直
ち
に
作
業
場
所
の
労
働
者
を
退

避
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
又
は
器
具
等
を
整
備

し
て
お
く
こ
と
。

二
　
作
業
の
は
じ
め
に
換
気
装
置
に
よ
り
作
業
場
所
を

十
分
に
換
気
し
、
か
つ
、
作
業
中
も
当
該
装
置
に
よ

り
換
気
を
続
け
る
こ
と
。

三
　
作
業
場
所
を
見
や
す
い
箇
所
に
、
作
業
の
状
況
を

監
視
し
、
異
常
が
あ
つ
た
と
き
に
直
ち
に
そ
の
旨
を

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
そ
の
他
関
係
者
に
通

報
す
る
者
を
一
人
以
上
置
く
こ
と
。

四
　
第
二
号
の
換
気
の
作
業
（
動
力
に
よ
る
換
気
の
作

業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の

保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
保
護
長
靴
及
び
帽
子
並
び
に

送
風
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機

ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼

吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
第
二
号
の
換
気
の
作
業
以
外
の
作
業
（
第
三
号
の

措
置
に
係
る
監
視
の
作
業
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る

労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
、
保
護

長
靴
及
び
帽
子
並
び
に
送
風
マ
ス
ク
（
加
鉛
ガ
ソ
リ

ン
に
よ
る
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
送

風
マ
ス
ク
、
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ

ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸

用
保
護
具
）
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
場
所
に
お
い
て
、
同
項
の
業
務

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
は
、
次
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
労
働
者
が
作
業
に
従
事
す
る
と
き
を
除
き
、
前
項

第
二
号
及
び
第
三
号
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
つ

い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

イ
　
前
項
第
二
号
の
換
気
の
作
業
（
動
力
に
よ
る
換

気
の
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
場
合
は
、
同

項
第
四
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
こ
と
。

ロ
　
前
項
第
二
号
の
換
気
の
作
業
以
外
の
作
業
に
従

事
す
る
場
合
は
、
同
項
第
五
号
の
保
護
具
を
使
用

す
る
こ
と
。

３
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に

労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
（
第
一
項
に
規
定
す
る
場

合
を
除
く
。
）
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
作
業
場
所
に
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機

ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼

吸
用
保
護
具
を
備
え
る
こ
と
。

二
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護

衣
、
保
護
手
袋
及
び
保
護
長
靴
を
使
用
さ
せ
る
こ

と
。

４
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け

負
わ
せ
る
と
き
（
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）

は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
次
の
事
項
を
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
場
所
に
前
項
第
一
号
の
保
護
具
を
備
え
る
必

要
が
あ
る
こ
と

二
　
前
項
第
二
号
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と

５
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
る
汚
染
を
除
去

す
る
作
業
を
終
了
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
四
ア
ル
キ

ル
鉛
の
濃
度
の
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
汚

染
が
除
去
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６
　
令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
労

働
者
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
、
第
一
項
の
場
合

で
、
同
項
第
二
号
の
換
気
の
作
業
（
動
力
に
よ
る
換
気

の
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
と
き
は
同
項
第
四
号

の
保
護
具
を
、
同
項
の
場
合
で
同
項
第
二
号
の
換
気
の

作
業
以
外
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
同
項
第
五
号
の

保
護
具
を
、
第
三
項
の
場
合
は
同
項
第
二
号
の
保
護
具

を
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
の
使
用
に
係
る
措
置
）

第
十
二
条
　
事
業
者
は
、
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
を
洗
浄
用
そ
の

他
内
燃
機
関
の
燃
料
用
以
外
の
用
途
に
使
用
す
る
業
務

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
場
所
に
囲
い
式
フ
ー
ド
の
局
所
排
気
装
置
を

設
け
、
か
つ
、
作
業
中
当
該
装
置
を
稼
動
さ
せ
る
こ

と
。

二
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
不
浸
透
性
の
保
護
手

袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に

従
事
す
る
間
、
同
項
第
二
号
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請

け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
局
所
排
気
装
置
を

設
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
負
人
が
当
該
業
務

に
従
事
す
る
間
（
労
働
者
が
当
該
業
務
に
従
事
す
る

と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
装
置
を
稼
働
さ
せ
る
こ
と
等

に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
一
項
第
二
号
の
保
護
具

を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
に
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
を
用

い
て
手
足
等
を
洗
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
を
用
い
て
手
足
等
を
洗

つ
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負

人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、

加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
を
用
い
て
手
足
等
を
洗
つ
て
は
な
ら
な

い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
十
四
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
二
十
号
の
作
業
に

つ
い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作

業
主
任
者
技
能
講
習
（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則

（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
二
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任

者
限
定
技
能
講
習
を
除
く
。
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛

等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
十
五
条
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者

に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ

り
汚
染
さ
れ
、
又
は
そ
の
蒸
気
を
吸
入
し
な
い
よ
う

に
、
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
労
働
者
を
指
揮
す
る

こ
と
。

二
　
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
第
六
条
第
一

項
第
六
号
、
第
七
条
第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項

第
二
号
の
換
気
装
置
を
点
検
す
る
こ
と
。

三
　
保
護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

四
　
第
二
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場

合
に
お
い
て
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
、
又
は
作
業
に
従
事
す
る
労

働
者
が
異
常
な
症
状
を
訴
え
、
若
し
く
は
当
該
労
働

者
に
つ
い
て
異
常
な
症
状
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い

て
当
該
労
働
者
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て

い
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
労
働
者
を
当

該
作
業
場
所
か
ら
退
避
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
又
は
衣
類
が
四

ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発

見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム

溶
液
に
よ
り
、
又
は
洗
浄
用
灯
油
及
び
石
け
ん
等
に

よ
り
汚
染
を
除
去
さ
せ
る
こ
と
。

（
汚
染
の
除
去
に
係
る
周
知
）

第
十
五
条
の
二
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の

一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負

人
に
対
し
、
身
体
又
は
衣
類
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
つ

て
汚
染
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ

ウ
ム
溶
液
に
よ
り
、
又
は
洗
浄
用
灯
油
及
び
石
け
ん
等

に
よ
り
汚
染
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
具
等
の
管
理
）

第
十
六
条
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働

者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す

る
前
に
、
保
護
具
に
つ
い
て
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
保
護
具
を
点
検
し
、
異
常
の
あ
る
も
の
を
補
修

し
、
又
は
取
り
替
え
る
こ
と
。

二
　
使
用
時
間
の
合
計
が
破
過
時
間
の
二
分
の
一
を
超

え
た
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具
の
吸
収
缶
を
取
り
替
え
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負

人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、

そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
保
護
具
に
つ
い
て
前

項
各
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働
者
を
従

事
さ
せ
た
と
き
は
、
作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
、
当
該

労
働
者
が
使
用
し
た
保
護
具
、
作
業
衣
、
器
具
等
を
点

検
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
焼
却
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
廃
棄

し
、
又
は
当
該
汚
染
を
除
去
す
る
こ
と
。

４
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負

人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、

作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
、
使
用
し
た
保
護
具
、
作
業

衣
、
器
具
等
を
点
検
し
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
汚

染
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
焼
却
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
廃
棄
し
、
又
は
当
該
汚
染
を
除
去
す
る
必
要

が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
五
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第

七
号
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き

は
、
当
該
労
働
者
ご
と
に
二
つ
の
更
衣
用
ロ
ッ
カ
ー
を

当
該
業
務
を
行
う
作
業
場
所
か
ら
隔
離
さ
れ
た
場
所
に

設
け
、
そ
の
う
ち
一
つ
を
金
属
製
で
保
護
具
及
び
作
業

衣
を
格
納
す
る
た
め
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け

負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
業
務

に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
ご
と
に
二
つ
の

更
衣
用
ロ
ッ
カ
ー
を
当
該
業
務
を
行
う
作
業
場
所
か
ら

隔
離
さ
れ
た
場
所
に
設
け
、
そ
の
う
ち
一
つ
を
金
属
製

で
保
護
具
及
び
作
業
衣
を
格
納
す
る
た
め
の
も
の
と
す

る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
当
該
請

負
人
に
更
衣
用
ロ
ッ
カ
ー
を
使
用
さ
せ
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

７
　
事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
設
け
た
更
衣
用
ロ
ッ
カ
ー
を
使
用
さ
せ
る
等

保
護
具
及
び
作
業
衣
が
適
切
に
格
納
さ
れ
る
よ
う
必
要

な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
薬
品
等
の
備
付
け
）

第
十
七
条
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
を
行
な

う
作
業
場
所
ご
と
に
次
の
薬
品
等
（
令
別
表
第
五
第
四

号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
に
つ
い
て
は
、

第
四
号
の
補
修
材
を
除
く
。
）
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
洗
身
用
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
溶
液
並
び
に
洗

浄
用
灯
油
及
び
石
け
ん
等

二
　
洗
眼
液
、
吸
着
剤
そ
の
他
の
救
急
薬

三
　
除
毒
剤
及
び
活
性
白
土
そ
の
他
の
拡
散
防
止
材

四
　
鉄
セ
メ
ン
ト
そ
の
他
の
補
修
材

（
洗
身
）

第
十
八
条
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労
働

者
を
従
事
さ
せ
た
と
き
は
、
作
業
終
了
後
、
速
や
か

に
、
当
該
労
働
者
に
洗
身
（
令
別
表
第
五
第
六
号
又
は

第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
手
洗
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負

人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、

作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
洗
身
を
す
る
必
要
が
あ
る
旨

を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
禁
止
）

第
十
九
条
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
を
行
う

作
業
場
所
又
は
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
入
れ
た
タ
ン
ク
、
ド

ラ
ム
缶
等
が
あ
る
場
所
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

3



表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と

も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇

所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
の
場
合
の
退
避
等
）

第
二
十
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
場
合
に
お
い
て
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ

れ
の
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
作
業
を
中
止
し
、
作
業

に
従
事
す
る
者
を
作
業
場
所
等
か
ら
退
避
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
装
置
等
が
故
障
等
に
よ
り
そ
の
機
能
を
失
つ
た

場
合

二
　
第
六
条
第
一
項
第
六
号
、
第
七
条
第
二
項
又
は
第

十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
換
気
装
置
が
作
業
中
故
障

等
に
よ
り
そ
の
機
能
を
失
つ
た
場
合

三
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
が
漏
れ
、
又
は
こ
ぼ
れ
た
場
合

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
作
業
場
所
等
が

四
ア
ル
キ
ル
鉛
又
は
そ
の
蒸
気
に
よ
り
著
し
く
汚
染

さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た
場
合

２
　
事
業
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
作
業
場
所
等
に
お
い
て
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に

か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、

当
該
作
業
場
所
等
に
関
係
者
以
外
の
作
業
に
従
事
す
る

者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や

す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁

止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し

た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
等
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負

人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
負
人
が

異
常
な
症
状
を
訴
え
、
又
は
当
該
請
負
人
に
つ
い
て
異

常
な
症
状
を
発
見
し
た
と
き
で
あ
つ
て
当
該
請
負
人
が

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る

と
き
に
は
、
直
ち
に
当
該
請
負
人
を
作
業
場
所
等
か
ら

退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
の
教
育
）

第
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
労

働
者
を
つ
か
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
次

の
科
目
に
つ
い
て
、
当
該
業
務
に
関
す
る
衛
生
の
た
め

の
特
別
の
教
育
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
毒
性

二
　
作
業
の
方
法

三
　
保
護
具
の
使
用
方
法

四
　
洗
身
等
清
潔
の
保
持
の
方
法

五
　
事
故
の
場
合
の
退
避
及
び
救
急
処
置
の
方
法

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛

中
毒
の
予
防
に
関
し
必
要
な
事
項

２
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

三
十
二
号
。
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七

条
及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
同
項
の
特
別
の
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

（
掲
示
）

第
二
十
一
条
の
二
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
、
見

や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
を
行
う
作
業
場
で
あ
る
旨

二
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る

疾
病
の
種
類
及
び
そ
の
症
状

三
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

四
　
令
別
表
第
五
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務

を
行
う
作
業
場
に
お
い
て
は
有
機
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス

ク
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ

ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨

五
　
次
に
掲
げ
る
業
務
又
は
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お

い
て
は
、
有
効
な
保
護
具
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具
等

イ
　
令
別
表
第
五
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

ロ
　
令
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務

ハ
　
令
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
五
条

第
一
項
第
一
号
の
汚
染
を
除
去
す
る
作
業
を
除

く
。
）
（
第
五
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
場
合

を
除
く
。
）

ニ
　
令
別
表
第
五
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
（
四
ア
ル

キ
ル
鉛
用
及
び
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
用
の
タ
ン
ク
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

ホ
　
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
措

置
に
係
る
作
業
及
び
同
項
第
八
号
の
措
置
に
係
る

監
視
の
作
業
（
タ
ン
ク
の
内
部
に
お
い
て
行
う
も

の
を
除
く
。
）
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
準

用
す
る
場
合
を
含
み
、
第
六
条
第
一
項
第
十
号
た

だ
し
書
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
を
除
く
。
）

ヘ
　
令
別
表
第
五
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務

ト
　
令
別
表
第
五
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
九
条

第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
作
業
（
汚
染
を
除

去
す
る
作
業
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

チ
　
令
別
表
第
五
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務

リ
　
令
別
表
第
五
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務

ヌ
　
第
十
二
条
第
一
項
の
業
務

第
三
章
　
健
康
管
理

（
健
康
診
断
）

第
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五

号
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、

雇
入
れ
の
際
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ

の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項
目
に

つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
業
務
の
経
歴
の
調
査

二
　
作
業
条
件
の
簡
易
な
調
査

三
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に
よ
る
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状

の
既
往
歴
の
有
無
の
検
査
並
び
に
第
五
号
及
び
第
六

号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
既
往
の
検
査
結
果
の

調
査

四
　
い
ら
い
ら
、
不
眠
、
悪
夢
、
食
欲
不
振
、
顔
面

そ
う蒼

白
、

け
ん倦

怠
感
、
盗
汗
、
頭
痛
、
振

せ
ん顫

、
四

し肢
の

け
ん腱

反

射
こ
う亢

進
、
悪
心
、

お
う嘔

吐
、
腹
痛
、
不
安
、
興
奮
、
記

憶
障
害
そ
の
他
の
神
経
症
状
又
は
精
神
症
状
の
自
覚

症
状
又
は
他
覚
症
状
の
有
無
の
検
査

五
　
血
液
中
の
鉛
の
量
の
検
査

六
　
尿
中
の
デ
ル
タ
ア
ミ
ノ
レ
ブ
リ
ン
酸
の
量
の
検
査

２
　
前
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、

前
回
の
健
康
診
断
に
お
い
て
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号

に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
つ

い
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
項
目
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ

る
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
で
医
師
が
必
要
と
認

め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
健
康

診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
の
ほ
か
、
次
の

項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診

断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
条
件
の
調
査

二
　
貧
血
検
査

三
　
赤
血
球
中
の
プ
ロ
ト
ポ
ル
フ
ィ
リ
ン
の
量
の
検
査

四
　
神
経
学
的
検
査

４
　
第
一
項
の
業
務
に
つ
い
て
、
直
近
の
同
項
の
規
定
に

基
づ
く
健
康
診
断
の
実
施
後
に
作
業
方
法
を
変
更
（
軽

微
な
も
の
を
除
く
。
）
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
業

務
に
係
る
直
近
の
連
続
し
た
三
回
の
同
項
の
健
康
診
断

の
結
果
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
項
目
に
係
る

も
の
を
含
む
。
）
、
新
た
に
当
該
業
務
に
係
る
四
ア
ル
キ

ル
鉛
に
よ
る
異
常
所
見
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
か
つ
た

労
働
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の

も
の
に
限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
え
ば
足
り
る
も

の
と
す
る
。

（
健
康
診
断
の
結
果
）

第
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
前
条
の
健
康
診
断
（
労
働
安

全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
六
条
第

五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
当
該
労
働
者
が
受
け

た
健
康
診
断
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
「
四
ア
ル
キ
ル

鉛
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）
の
結
果
に
基
づ
き
、
四
ア

ル
キ
ル
鉛
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
二
号
）
を
作
成

し
て
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
の
医
師
か
ら
の
意
見
聴

取
）

第
二
十
三
条
の
二
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
健
康
診
断
の
結
果
に

基
づ
く
法
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
医
師
か
ら

の
意
見
聴
取
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
日
（
法
第

六
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
労
働
者
が
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面

を
事
業
者
に
提
出
し
た
日
）
か
ら
三
月
以
内
に
行
う

こ
と
。

二
　
聴
取
し
た
医
師
の
意
見
を
四
ア
ル
キ
ル
鉛
健
康
診

断
個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
医
師
か
ら
、
前
項
の
意
見
聴
取
を
行
う

上
で
必
要
と
な
る
労
働
者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
を
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
の
通
知
）

第
二
十
三
条
の
三
　
事
業
者
は
、
第
二
十
二
条
の
健
康
診

断
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
健
康

診
断
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
結
果
報
告
）

第
二
十
四
条
　
事
業
者
は
、
第
二
十
二
条
の
健
康
診
断

（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
健
康
診
断
結
果
報
告
書
（
様
式

第
三
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
断
）

第
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

げ
る
労
働
者
に
、
遅
滞
な
く
、
医
師
の
診
断
を
受
け
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
身
体
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
労

働
者
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
労
働
者

で
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な
い
も

の
を
除
く
。
）

二
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
を
飲
み
込
ん
だ
労
働
者

三
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
蒸
気
を
吸
入
し
、
又
は
加
鉛
ガ

ソ
リ
ン
の
蒸
気
を
多
量
に
吸
入
し
た
労
働
者

四
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
従
事
し
た
労
働
者
で
、

第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
症
状
が
認
め

ら
れ
、
又
は
当
該
症
状
を
訴
え
た
も
の
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２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
診
断
の
結
果
、
異
常
が
認
め
ら

れ
な
か
つ
た
労
働
者
に
も
、
そ
の
後
二
週
間
、
医
師
に

よ
る
観
察
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負

人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な

く
医
師
の
診
断
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
身
体
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
と

き
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
場
合
で
あ

つ
て
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
る
お
そ
れ
の
な

い
と
き
を
除
く
。
）

二
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
を
飲
み
込
ん
だ
と
き

三
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
の
蒸
気
を
吸
入
し
、
又
は
加
鉛
ガ

ソ
リ
ン
の
蒸
気
を
多
量
に
吸
入
し
た
と
き

四
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
従
事
し
た
場
合
で
あ
つ

て
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
症
状
が

認
め
ら
れ
る
と
き

４
　
事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
同
項
の
診
断

の
結
果
、
異
常
が
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
と
き
も
、
そ
の

後
二
週
間
、
医
師
に
よ
る
観
察
を
受
け
る
必
要
が
あ
る

旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
労
働
者
等
の

就
業
禁
止
）

第
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か

つ
て
い
る
労
働
者
及
び
第
二
十
二
条
の
健
康
診
断
又
は

前
条
第
一
項
の
診
断
の
結
果
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務

に
従
事
す
る
こ
と
が
健
康
の
保
持
の
た
め
に
適
当
で
な

い
と
医
師
が
認
め
た
労
働
者
を
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業

務
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
の
一
部
を
請
負

人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
場
合
又
は
医
師

の
診
断
の
結
果
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
が
健
康
の
保
持
の
た
め
に
適
当
で
な
い
と
医
師
が

認
め
た
場
合
は
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
業
務
に
従
事
し
て

は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等

作
業
主
任
者
技
能
講
習

第
二
十
七
条
　
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作

業
主
任
者
技
能
講
習
の
科
目
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
廃
止
）

第
二
条
　
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
三

年
労
働
省
令
第
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
一
六
日
労
働
省
令

第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
九
年
二
月
二
七
日
労
働
省
令

第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
月
一
四
日
労
働
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
一
八
日
労
働
省
令

第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令
第

二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
有
機
溶
剤
中
毒
予

防
規
則
（
以
下
「
旧
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七

条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
鉛
中
毒
予
防

規
則
（
以
下
「
旧
鉛
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第

一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中

毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
四
ア
ル
キ
ル
則
」
と
い
う
。
）

第
二
十
八
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特

定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
特
化
則
」

と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
電

離
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
一
項
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
（
以
下
「
旧

事
務
所
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
以

下
「
旧
粉
じ
ん
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
届
出
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
後
に
開
始
さ
れ

る
工
事
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
な
お

労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十

八
条
第
一
項
の
届
出
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
旧
有
機
則
第
三
十
七
条
第
三
項
、
旧
鉛
則
第
六
十
一

条
第
三
項
、
旧
四
ア
ル
キ
ル
則
第
二
十
八
条
第
三
項
、

旧
特
化
則
第
五
十
二
条
第
三
項
、
旧
電
離
則
第
六
十
一

条
第
三
項
、
旧
事
務
所
則
第
二
十
五
条
又
は
旧
粉
じ
ん

則
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
で
あ
っ

て
、
施
行
日
後
に
開
始
さ
れ
る
工
事
に
係
る
も
の
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
後
も
な
お
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
届
出
と
し
て
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第

三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為

に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
一
三
日
労
働
省
令
第

三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
労
働
省
令

第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に

よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
労
働
省
令

第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省

令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
五
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
作
業
主
任
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
事
業
者
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
作
業
に
つ

い
て
は
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
講
習
を
修
了
し
た

者
を
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
作
業
主
任
者
と
し
て

選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

適
用
除
外
す

る
規
定

作
業
の
区
分
資
格
を
有
す
る
者

名
称

新
安
衛
則
第

三
百
五
十
九

条
及
び
別
表

第
一

労
働
安
全
衛

生
法
施
行
令

（
昭
和
四
十

七
年
政
令
第

三
百
十
八
号

。

以

下

「
令
」
と
い

う
。
）
第
六

条
第
九
号
に

掲
げ
る
作
業

労
働
安
全
衛
生
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
労
働
安
全
衛

生
法
（
以
下
「
旧
法
」

と
い
う
。
）
別
表
第
十

八
第
五
号
に
掲
げ
る

地
山
の
掘
削
作
業
主

任
者
技
能
講
習
を
修

了
し
た
者

地

山

の

掘

削

作

業

主

任
者

新
安
衛
則
第

三
百
七
十
四

条
及
び
別
表

第
一

令
第
六
条
第

十
号
に
掲
げ

る
作
業

旧
法
別
表
第
十
八
第

六
号
に
掲
げ
る
土
止

め
支
保
工
作
業
主
任

者
技
能
講
習
を
修
了

し
た
者

土

止

め

支

保

工

作

業

主

任

者

新
安
衛
則
別

表
第
一
及
び

第
十
一
条
の

規
定
に
よ
る

改
正
後
の
特

定
化
学
物
質

障
害
予
防
規

則
第
二
十
七

条

令
第
六
条
第

十
八
号
に
掲

げ
る
作
業

旧
法
別
表
第
十
八
第

二
十
二
号
に
掲
げ
る

特
定
化
学
物
質
等
作

業
主
任
者
技
能
講
習

を
修
了
し
た
者

特

定

化

学

物

質

作

業

主

任

者

新
安
衛
則
別

表
第
一
及
び

第
十
条
の
規

定
に
よ
る
改

正
後
の
四
ア

ル
キ
ル
鉛
中

毒
予
防
規
則

第
十
四
条

令
第
六
条
第

二
十
号
に
掲

げ
る
作
業

旧
法
別
表
第
十
八
第

二
十
四
号
に
掲
げ
る

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作

業
主
任
者
技
能
講
習

を
修
了
し
た
者

四

ア

ル

キ

ル

鉛

等

作

業

主

任
者

新
安
衛
則
別

表
第
一
及
び

第
十
九
条
の

令
第
六
条
第

二
十
三
号
に

掲
げ
る
作
業

旧
法
別
表
第
十
八
第

二
十
二
号
に
掲
げ
る

特
定
化
学
物
質
等
作

石

綿

作

業

5



規
定
に
よ
る

改
正
後
の
石

綿
障
害
予
防

規
則
第
十
九

条

業
主
任
者
技
能
講
習

を
修
了
し
た
者

主

任

者

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
一
四
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は

交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ

れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相

当
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定

を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
日
厚
生
労
働
省
令

第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
省

令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定

に
よ
る
報
告
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
八
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
省
令
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に

よ
る
報
告
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
一
五
日
厚
生
労
働
省

令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
三
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十

条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
　
令
和
五
年

四
月
一
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に

し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
七
日
厚
生
労
働
省

令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
三
日
厚
生
労
働
省
令

第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

様
式
第
１
号
　
削
除

様
式
第
２
号
（
第
２
３
条
関
係
）

様式第2号(第23条関係) 

四 ア ル キ ル 鉛 健 康 診 断 個 人 票 

氏名   
生年月日 年  月  日 雇入年月日 年  月  日 

性 別  男 ・ 女   

四 ア ル キ ル 鉛 等 業 務 の 経 歴   

健 診 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

年 齢 歳  歳  歳  歳  歳  

1．雇入れ     2．配置替え 
3．定期の別 

          

四 ア ル キ ル 鉛 等 業 務 名           

作 業 条 件 の 簡 易 な 調 査 の 結 果           

四 ア ル キ ル 鉛 に よ る 既 往 歴           

自 覚 症 状           

他 覚 症 状           

血液中の鉛の量  (μg／100ml)           

尿中のデルタアミノレブリン酸の量 

(ｍg／l) 

 

          

医師が必要と認める者に行う検査           

  作 業 条 件 の 調 査 の 結 果 
          

貧 血

検 査  

血色素量   (g／ｄl)           

赤血球数   (万／mm3)           

赤血球中のプロトポルフィリンの

量            (  ) 
          

神 経 学 的 検 査 
          

そ の 他 の 検 査           

医 師 の 診 断           

健康診断を実施した医師の氏名           

医 師 の 意 見 
          

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名           

備 考           
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備考 

 1 ｢1．雇入れ 2．配置替え 3．定期の別｣の欄は、該当番号を記入すること。 

 2 ｢四アルキル鉛等業務名｣の欄は、労働安全衛生法施行令別表第5の四アルキル鉛等業

務の種類を号数で記入すること。 

 3 ｢自覚症状」及び「他覚症状」の欄は、次の番号を記入すること。 

  1．いらいら 2．不眠 3．悪夢 4．食欲不振 5．顔面蒼白 6．倦怠感 7．盗汗 

8．頭痛 9．振顫 10．四肢の腱反射亢進 11．悪心 12．嘔吐 13．腹痛 14．不

安  15．興奮 16．記憶障害 17．その他 

 4 血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査について、四アルキル

鉛中毒予防規則第22条第2項の規定により、医師が必要でないと認めて省略した場合に

は、「血液中の鉛の量」及び「尿中のデルタアミノレブリン酸の量」の欄に「＊」を記

入すること。この場合、必要により備考欄にその理由等を記入すること。 

 5 ｢赤血球中のプロトポルフィリンの量」の欄の( )内には、「μg／100ml全血」、「μg

／100ml赤血球」等の単位を記入すること。 

 6 ｢医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入するこ

と。 

 7 ｢医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就

業上の措置について医師の意見を記入すること。 

そう けん 

せん し けん こう おう 

様
式
第
３
号
（
第
２
４
条
関
係
）
（
表
面
）

様式第3号(第24条関係)(表面) 

 

四アルキル鉛健康診断結果報告書       
 

 

標準字体 

 

  

  

ページ  総ページ 

 

労働保

険番号 

 

在籍労

働者数 
人  

事業場

の名称 
  

事業の

種 類 
  

事業場の

所在地 

郵便番号(       ) 

 

電話    (   )           
 

対象年 

7：平成 

9：令和 

  →  

 

( 月～ 月分)(報告 回目) 
健診年月日 

7：平成 

9：令和 

  →  

健康診断実施

機 関 の 名 称 
  

健康診断実施

機関の所在地 
  受診労働者数 

人 

四アルキル鉛

等 業 務 名  

四アルキル鉛等業務コード 

     

具体的業務内容 従 事 労働 者数 

人 

  実 施 者 数 有 所 見 者 数 

作 業 条件 の 調 査 人数 

人 

他 覚

所 見 人 人 

貧 血

検 査 人 人 

所見のあつた者の人数

(他覚所見のみを除く。) 人 

神経学的

検 査 人 人 
医 師 の 指 示 人 数 

人 

  血 液 中 の 鉛 の 量 尿中のデルタアミノレブリン酸の量 赤血球中のプロトポルフィリンの量 

実施者数 
人 人 人 

分

布 

1 
人 人 人 

2 
人 人 人 

3 
人 人 人 

 

産
業
医 

 氏 名 

 

所属機関の名称

及 び 所 在 地 

  

 

        年  月  日 

 

                 事業者職氏名 

受 付 印    

        労働基準監督署長殿 

 

様
式
第
３
号
（
第
２
４
条
関
係
）
（
裏
面
）

様式第3号(第24条関係)(裏面) 

   備考 
1 □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に
記入する文字は、光学的文字読取装置(OCR)で直接読み
取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあけたり、
必要以上に折り曲げたりしないこと。 
2 記載すべき事項のない欄又は記入枠は、空欄のまま
とすること。 
3 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、様
式右上に記載された「標準字体」にならつて、枠から
はみ出さないように大きめのアラビア数字で明瞭に記
載すること。 
4 「対象年」の欄は、報告対象とした健康診断の実施
年を記入すること。 
5 1年を通し順次健診を実施して、一定期間をまとめて
報告する場合は、「対象年」の欄の( 月～ 月分)にそ
の期間を記入すること。また、この場合の健診年月日
は報告日に最も近い健診年月日を記入すること。 
6 「対象年」の欄の(報告 回目)は、当該年の何回目
の報告かを記入すること。 
7 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類
によつて記入すること。 
8 「健康診断実施機関の名称」及び「健康診断実施機
関の所在地」の欄は、健康診断を実施した機関が2以上
あるときは、その各々について記入すること。 

 
9 「在籍労働者数」、「従事労働者数」及び「受診労働
者数」の欄は、健診年月日現在の人数を記入すること。
なお、この場合、「在籍労働者数」は常時使用する労働
者数を、「従事労働者数」は別表1に掲げる四アルキル
鉛等業務に常時従事する労働者数をそれぞれ記入する
こと。 
10 「四アルキル鉛等業務名」の欄は、別表1を参照し
て、該当コードを全て記入し、( )内には具体的業務
内容を記載すること。なお、該当コードを記入枠に記
入しきれない場合には、報告書を複数枚使用し、2枚目
以降の報告書については、該当コード及び具体的業務
内容のほか「労働保険番号」、「健診年月日」及び「事
業場の名称」の欄を記入すること。 
11 「分布」の欄中「血液中の鉛の量」、「尿中のデルタ
アミノレブリン酸の量」及び「赤血球中のプロトポル
フィリンの量」については、別表2を参照して、それぞ
れ該当者数を記入すること。 
12 「所見のあつた者の人数」の欄は、各健康診断項目
の有所見者数の合計ではなく、健康診断項目のいずれ
かが有所見であつた者の人数を記入すること。ただし、
他覚所見のみの者は含まないこと。 
13 「医師の指示人数」の欄は、健康診断の結果、要医
療、要精密検査等医師による指示のあつた者の数を記
入すること。 

 

 別表1 

 

コード 四 ア ル キ ル 鉛 等 業 務 の 内 容 

01 
 四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・
一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノック剤をいう。以下同じ。)を製造する業務(四アルキル鉛
が生成する工程以後の工程に係るものに限る。) 

02  四アルキル鉛をガソリンに混入する業務(四アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。) 

03 
 コード01又は02に掲げる業務に用いる機械又は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行う業
務(コード04に掲げる業務に該当するものを除く。) 

04 
 四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四アルキル鉛を含有するガソリンをいう。)(以下「四アルキル鉛等」
という。)によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内
部における業務 

05  四アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含む。)を取り扱う業務 

06  四アルキル鉛が入つているドラム缶その他の容器を取り扱う業務 

07  四アルキル鉛を用いて研究を行う業務 

08 
 四アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場所の汚染を除去す
る業務(コード02又は04に掲げる業務に該当するものを除く。) 

 
 別表2 
 

検 査 内 容 単 位 
分 布 

1 2 3 
血液中の鉛の量 μg／100ml 20以下   20超   40以下   40超   
尿中のデルタアミノレブリン酸の量 mg／1 5以下   5超   10以下   10超   
赤血球中のプロトポルフィリンの量 μg／100ml赤血球 100以下   100超   250以下   250超   
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